
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                            平成２８年１１月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年７月１６日 ０８時１０分ごろ 

発生場所 長崎県平戸
ひ ら ど

市青砂
あ お さ

埼北北東方沖 

 青砂埼灯台から真方位０１８°１,８００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２０.８′ 東経１２９°３４.０′） 

事故の概要  漁船８５BENTEN
ベ ン テ ン

は、南南西進中、また、プレジャーボート第２洋海
ひろうみ

丸は、漂泊中、両船が衝突した。 

 ８５BENTEN は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、第２洋海

丸は、左舷船尾部外板の擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年７月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

Ａ 漁船 ８５BENTEN、１９トン 

ＮＳ２－２３０３６（漁船登録番号）、共栄水産有限会社 

 １９.３８ｍ（Lr）×４.６１ｍ×１.８２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、６１０kＷ、平成６年１２月２７日 

第２９２－４９００５号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート 第２洋海丸、２.６３トン 

   ２９２－１４５８４長崎、個人所有 

   ７.７０ｍ（Lr）×１.９５ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、８０kＷ、昭和５４年６月２４日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１４年４月１日 

    免許証交付日 平成２４年３月２９日 

           （平成２９年３月３１日まで有効） 

 甲板員Ａ 男性 ３７歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２６年３月１４日 

    免許証交付日 平成２６年３月１７日 

           （平成３１年３月１６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４６歳 
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   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成３年３月７日 

    免許証交付日 平成２７年１１月９日 

           （平成３３年３月６日まで有効） 

 死傷者等 なし  

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部外板に擦過傷、船尾部のガイドローラ左舷端に曲損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 北東流約０.１ノット（kn） 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、まき
．．

網漁の探索兼運搬船

として平戸市生
いき

月
つき

島北西方沖での漁を終え、甲板員Ａが操船して長崎

県佐世保
さ せ ぼ

市神崎
こうざき

漁港に向かった。 

 Ａ船は、平戸大橋を通過して針路を青砂埼に向けて約１１kn の対

地速力で手動操舵により南南西進中、甲板員Ａが、前路に同航の巡視

船を視認したほか他船を認めなかったので、ＧＰＳプロッター及び 

レーダーの画面を広範囲が表示できるようレンジの切り換えを行い、

ＧＰＳプロッターの画面に目を向けていた。 

Ａ船は、甲板員Ａがふと船首方を見たところ、約２０ｍのところに

Ｂ船を認め、スロットルレバーに手を伸ばして停止しようとしたが、

平成２８年７月１６日０８時１０分ごろ青砂埼北北東方沖において、 

Ａ船の左舷船首部とＢ船の左舷船尾部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、親族１人を乗せ、たい
．．

釣りの目

的で、平戸市田平
た び ら

町深月免
ふかつきめん

の船溜
だ

まりを出発して青砂埼西方沖に向か

った。 

Ｂ船は、青砂埼西方沖で機関を停止して左舷船尾側からパラシュー

ト型シーアンカーを出し、時折、機関を使用して潮上りを行いながら

流し釣りを行った。 

船長Ｂは、流し釣りを行っている際、漁船が近くを通過して行って

危険を感じていたところ、巡視船が平戸大橋を通過して南下して来る

のが見えたので、巡視船にこの付近を通航する漁船に対して安全指導

を行ってもらおうと思い、着用していた救命胴衣を振るなどして巡視

船を呼び止めた。 

船長Ｂは、巡視船に安全指導を依頼した後、船首を北東方に向け、

引き続き流し釣りを行っていたところ、左舷船首方に平戸大橋を通過

してＢ船の方向に航行して来るＡ船を認めたものの、釣り糸が根掛か

りしたので、Ａ船がＢ船を避けてくれるものと思い、右舷中央部付近

で釣り糸を外す作業を始めた。 

船長Ｂは、釣り糸を外した後、左舷船首方を見たところ、６０～ 

７０ｍ先にＢ船に向けて接近して来るＡ船を認め、危険を感じて主機

を始動するとともに、Ｂ船の存在を知らせようとＡ船に向けて照明用
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の携帯型ライト（１２Ｖ、５５Ｗ）を点灯した。 

Ｂ船は、Ａ船がさらに接近して来るので、船長Ｂが危険を感じて 

Ａ船を避けようと右舵を取って機関を前進にかけたが、間に合わず、

Ａ船と衝突した。 

Ａ船及びＢ船は、船長Ｂの通報によって駆けつけた巡視艇の指示に

従い、平戸市平戸港で事情聴取を受けた後、それぞれ帰港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２  

 Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、本事故発生時、操舵室後方にある寝台で仮眠していた。 

Ｂ船は、有効な音響による信号を行うことができる手段を講じてい

なかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、青砂埼北北東方沖を南南西進中、甲板員Ａが、前路に他船

はいないものと思い、ＧＰＳプロッターの画面を見ていて見張りを行

っていなかったことから、Ｂ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

甲板員Ａは、巡視船を認めたものの、巡視船の近くにいたＢ船を 

見落とした可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、青砂埼北北東方沖で左舷船尾からシーアンカーを出しなが

ら船首を北東方に向けて漂泊中、船長Ｂが、Ａ船がＢ船を避けてくれ

るものと思い、根掛かりした釣り糸を外す作業を行い、見張りを行っ

ていなかったことから、接近して来るＡ船に気付かず、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

原因 本事故は、青砂埼北北東方沖において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が

漂泊中、甲板員Ａが前路に他船はいないものと思い、また、船長Ｂが 

Ａ船がＢ船を避けてくれるものと思い、共に見張りを行っていなかっ

たため、甲板員ＡがＢ船に、船長Ｂが接近して来るＡ船に気付かず、

両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

・自船に向けて接近する船を認めた時には、適切な時期に衝突を避

けるための措置を講じること。 
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事故発生場所 

（平成２８年７月１６日 ０８時１０分ごろ発生） 

付図１ 事故発生経過概略図 

長崎県平戸市 

Ａ船 

Ｂ船 

（漂泊中） 

 

平戸大橋 

青砂埼灯台 

青砂埼 
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写真１ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損傷箇所 

 

 

 

損傷箇所 

 

 

 

ガイドローラ（左舷端が内側に曲損） 

 

 

 

船首側 

 

 


